
 

＜訂正後＞ 

Ｂ．個別不動産の概要 

 

物件番号：Ⅰ－１ 物件名称 ：大森ベルポートＤ館  

特定資産の概要 信託受益権の概要 

（中略） 

延床面積 155,778.75㎡（注４）

構造・階数 Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ、地下３階17階建 建物 

所有形態 区分所有権 

（中略） 

（中略） 

（中略） 

（注４）本投資法人が信託受託者を通じて所有する専有部分の面積は40,099.49㎡です。 

（後略） 

 

(ヘ）主要なテナントに関する情報 

 

＜訂正前＞ 

 

Ｃ．主要なエンドテナントの状況 

 

テナント名 業種 物件名称 賃貸面積（㎡） 面積比率（％）

（中略） 

株式会社富士通ソーシアル 
サイエンスラボラトリ 

情報通信業 武蔵小杉タワープレイス 8,680.71 6.5

（中略） 

主要なエンドテナントの合計 49,782.67 37.3

（後略） 

 

＜訂正後＞ 

 

Ｃ．主要なエンドテナントの状況 

 

テナント名 業種 物件名称 賃貸面積（㎡） 面積比率（％）

（中略） 

株式会社富士通ソーシアル 
サイエンスラボラトリ 

情報通信業 武蔵小杉タワープレイス 8,680.74 6.5

（中略） 

主要なエンドテナントの合計 49,782.70 37.3

（後略） 
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第一部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 
 

１【投資法人の概況】 

(1）【主要な経営指標等の推移】 

① 運用状況等の推移 

期 
決算年月 

単位 
第１期 

自 平成18年２月20日 
至 平成18年12月31日 

営業収益 百万円 4,751 

（うち賃貸事業収益） 百万円 4,751 

営業費用 百万円 2,382 

（うち賃貸事業費用） 百万円 1,977 

営業利益金額 百万円 2,369 

経常利益金額 百万円 1,858 

当期純利益金額 百万円 1,856 

総資産額 百万円 114,199 

純資産額 百万円 69,329 

出資総額 百万円 67,641 

発行済投資口数 口 134,800 

１口当たり純資産額 円 514,317 

１口当たり当期純利益金額（注１） 円 13,858 

分配総額 百万円 1,856 

１口当たり分配金額 円 13,773 

（うち１口当たり利益分配金） 円 13,773 

（うち１口当たり利益超過分配金） 円 （－） 

総資産経常利益率（注２） ％ 2.0 

自己資本利益率（注３） ％ 2.8 

期末自己資本比率（注４） ％ 60.7 

配当性向（注５） ％ 99.9 

投資物件数 件 14 

テナント数 件 99 

総賃貸可能面積 ㎡ 135,264 

期末稼働率 ％ 98.5 

当期減価償却費 百万円 631 

当期資本的支出額 百万円 155 

賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）（注６） 百万円 3,405 

１口当たりＦＦＯ（注７） 円 18,459 

ＦＦＯ（Funds from Operation）倍率（注８） 倍 21.1 

デット・サービス・カバレッジ・レシオ（注９） 倍 9.9 

有利子負債額 百万円 38,500 

期末総資産有利子負債比率（注10） ％ 33.7 

運用日数 日 188 
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（注１）１口当たり当期純利益金額は、当期純利益金額を日数加重平均投資口数で除することにより算定していますが、

当期の実質的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなした日数加重平均投資口数により算定した１

口当たり当期純利益金額を記載しております。 

（注２）総資産経常利益率＝経常利益金額／（（期首総資産＋期末総資産）÷２）×100（小数点第二位を四捨五入して

います。）なお、当期の実質的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなしています。 

（注３）自己資本利益率＝当期純利益金額／（（期首純資産＋期末純資産）÷２）×100（小数点第二位を四捨五入して

います。）なお、当期の実質的な運用開始日である平成18年６月27日を期首とみなしています。 

（注４）期末自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100（小数点第二位を四捨五入しています。） 

（注５）小数点第二位を切り捨てています。 

（注６）賃貸ＮＯＩ＝賃貸事業収入－賃貸事業費用＋当期減価償却費 

（注７）１口当たりＦＦＯ＝（当期純利益金額＋減価償却費）／発行済投資口数（小数点第一位を切り捨てていま

す。） 

（注８）ＦＦＯ倍率＝期末投資口価格（757,000円）／年換算１口当たりＦＦＯ（小数点第二位を切り捨てています。） 

（注９）デット・サービス・カバレッジ・レシオ＝金利償却前税引前当期純利益金額／支払利息（小数点第二位を四捨

五入しています。） 

（注10）期末総資産有利子負債比率＝期末有利子負債額／期末総資産額（小数点第二位を四捨五入しています。） 
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② 事業の概況 

（イ）当期の概況 

Ａ．本投資法人の主な推移 

 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基

づき、ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といい

ます。）を設立企画人として平成18年２月20日に設立されました。平成18年３月15日に関東

財務局への登録が完了（登録番号 関東財務局長 第52号）し、平成18年６月27日に東京証

券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8987）いたしました。 

Ｂ．運用環境及び運用実績 

 オフィス賃貸市場は、好調な企業業績に支えられオフィスの増床等のニーズが堅調に推移

し、全国的に空室率の低下が進み、需給環境の好調が継続しています。特に東京都心部、大

阪市、名古屋市を中心とした大都市圏では大型ビルの不足感から新規賃料、継続賃料とも上

昇する傾向が続いております。 

 不動産投資市場では、地価の下げ止まりの状況が全国的に鮮明になりつつあり、むしろ東

京をはじめとした大都市圏では地価上昇地点の増加傾向が顕著に現れております。加えて堅

調な賃貸オフィス需要を反映し、プライベートファンドや不動産投資法人（Ｊ－ＲＥＩＴ）

等による不動産への投資がより活発化したことで、優良物件に対する取得競争が激しさを増

し、不動産価格の高騰、期待利回りの低下もみられる等、物件取得環境は競争激化が続いて

おります。 

 そのような環境の下、本投資法人は資産運用会社のスポンサー企業（注）との協働及びそ

の関係活用により、平成18年６月の東京証券取引所上場の直後に合計14物件（取得価格総額

98,316百万円）を取得し、運用を開始いたしました。また、平成18年11月には持分一部取得

済みであった「川崎日進町ビルディング」の共有持分の一部を追加取得し、第１期末時点に

おける保有資産（不動産及び不動産を信託する信託の受益権。以下「第１期末保有資産」と

いうことがあります。）は、取得価格総額で98,446百万円となりました。 

 本投資法人は、大都市圏のオフィスビルを中心に、中長期的な安定成長というＲＥＩＴの

商品性に合わせて収益の安定と拡大をバランス良く追求することを投資の基本方針とし、オ

フィス物件への投資運用を行っております。 

 当期の取組みとして、資産運用会社又はプロパティ・マネジメント会社（ＰＭ会社）を通

じ、全エンドテナントのうち、主要なエンドテナントとも面談を行い、本投資法人をご理解

いただくことに努め、またエンドテナントとの間で継続的に良好な関係を構築することに努

めてまいりました。このようにテナントニーズにきめ細かく応えることで顧客満足度を高め

つつ、同時に、市場動向を踏まえた賃料改定協議も必要に応じて積極的に行い、賃料増額改

定を実現しつつあります。 

 また、未稼働床の新規募集、解約後の新規募集等の積極的なリーシング活動を行った結果、

平成18年12月31日現在の稼働率は98.5％になっております。 

 その一方で、一部の物件において維持管理費の入札等によるコストの削減を図るとともに、

節水システムの導入による環境対策にも取り組みました。 

（注）スポンサー企業とは、資産運用会社の株主である興和不動産株式会社（以下「興和不動産」といい

ます。）、第一生命保険相互会社（以下「第一生命」といいます。）、積水ハウス株式会社（以下

「積水ハウス」といいます。）、株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン、株

式会社第一ビルディング、相互住宅株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行及びみずほ信託銀

行株式会社の合計８社を指します。 

Ｃ．資金調達の概要 

 本投資法人は、平成18年６月26日付けで一般募集による投資口の発行（128,000口）に加
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え、平成18年７月21日付けでみずほ証券株式会社（一般募集における主幹事証券会社）によ

るグリーンシューオプションの行使により、第三者割当による投資口の発行（6,400口）を

行い、総額約67,441百万円の資金を調達いたしました。また、同年６月29日付けで９社の金

融機関から総額38,500百万円の借入を行いました。当該借入金は全額長期借入金となってお

り、このうち3,000百万円は固定金利での調達となっております。本投資法人は、これらの

調達資金により、平成18年６月27日及び同年６月29日に合計で14物件を取得いたしました。

また、固定利率によらない借入のうち16,250百万円については、金利スワップ取引により金

利の固定化を図っており、平成18年12月31日現在における固定金利比率は50％となっており

ます。 

 

 本投資法人は、上場に先立ち下記の発行体格付けを取得いたしました。 

格付機関 格付け内容 

ムーディーズ・インベスターズ・サービス 発行体格付け：A3（安定的） 

 

 なお、上記格付けに関し、ムーディーズ・インベスターズ・サービスより、下記のとおり

平成19年１月25日付けで、格付けのA2への引上げが発表されました。 

 変更前 変更後 

発行体格付け A3 A2 

格付け見通し （引き上げの方向で見直し中） 安定的 

 

Ｄ．業績及び分配の概要 

 上記のような運用の結果、当期の業績は、営業収益4,751百万円、営業利益金額2,369百万

円、経常利益金額1,858百万円、当期純利益金額1,856百万円となりました。 

 分配金につきましては、法人税課税の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用により、

利益分配金相当額が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金が１円未満

となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、投資口１口当たりの分配

金は13,773円といたしました。 

 

（ロ）今後の運用方針及び対処すべき課題 

 東京都心部をはじめとする大都市圏の中心部のオフィス賃貸市場は、堅調な回復傾向を示

し、空室率に関しては、改善傾向が顕著になってきています。賃料水準に関しても上昇傾向

が見られます。ただし一方では、立地、建物・設備グレード等のハード面や、テナントサー

ビス等のソフト面での優劣による格差がより鮮明になりつつあります。今後はさらに、これ

らの面で優位性のある物件の賃料水準は上昇し、そうでない物件との格差がますます拡大し

ていくものと認識しております。 

 また不動産投資市場では、オフィス賃貸市場の回復傾向を反映して、プライベートファン

ドやＪ－ＲＥＩＴ等による不動産投資意欲は依然として衰える気配はなく、大都市圏の優良

物件については引続き厳しい取得環境が継続するものと予想されます。 

 

 新規物件への投資につきましては、中長期的な資産規模の拡大方針を維持し、来期以降も

引続き厳しい取得環境の中での外部成長を着実に達成すべく、スポンサー企業との協調関係

を軸とした新規物件の取得を実現して参ります。 

 

 物件運営につきましては、オフィス賃貸市場は本格的な回復傾向にあるものの、その回復
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度合いは当該物件の所在するエリアにおける競争力や当該物件自体の競争力によって格差が

開きつつあるとの認識の下、建物・設備等のハード面では、適切な維持保全の実施とテナン

トニーズを的確に捉えた機能・グレードの向上を図ることに加え、管理・運営面でもテナン

ト満足度の向上を図ることがますます重要になってくるものと思われます。 

 従って、今後も、引続き賃料水準の向上及びコストの削減に取り組む一方、物件毎に各賃

料水準に相応しいビルであるとの評価をいただくことを最大の使命とし、以下の取組みを実

施していくことが必要であると認識しています。 

 

Ａ．既存テナントの賃料水準の向上 

 本投資法人のポートフォリオ稼働率は、平成18年12月31日現在で98.5％とほぼ満室稼動に

近い状況となっており、高稼働率の維持と、市場相場・物件競争力を踏まえた更なる賃料水

準の引上げが当面の課題であると認識しております。既存テナントとの関係においては、賃

貸借契約は２年更新の普通借家契約がほとんどを占めており（定期借家契約は、平成18年12

月31日現在、総テナント中１件です。）、今後、契約賃料が、現状のマーケット水準と乖離

していると思われる契約につき、テナントに対しては、市場相場と物件競争力を踏まえた適

正な水準にて更新いただくよう協議を継続して参ります。また、協議にあたっては、賃料水

準のみならず、契約期間、契約方式等、総合的に勘案した提案を行うことで、テナントとの

相互理解を深めつつ、良好な関係を構築することを念頭に置いて参ります。 

Ｂ．管理品質の維持向上とコスト削減の両立 

 本投資法人の保有する物件のプロパティ・マネジメント会社は、何れもそれぞれの物件に

密着し、テナントとの相互理解を維持できる建物管理を実施してきています。管理品質につ

いては、定期的に現地調査を実施し、他物件での取組み事例を水平展開する等、常に管理品

質の維持向上に努めています。あわせて、清掃委託費等の外注委託費につきましては、サー

ビスの質と委託費用のバランスの中で、管理品質を落とすことなく、単価を下げる様々な取

組みも行ってきています。今後も、これらの取組みを続けるとともに、例えばトイレの節水

システムの導入など、水道光熱費の削減にも寄与する省エネルギー化への取組みについても

引続き実施して参ります。 

Ｃ．効果的な追加投資（改修工事）の実施 

 中長期的な視点において物件の現状を把握し、適切な維持保全を実施していくことはもち

ろんのこと、テナントの更なる満足度の向上を図るべく、計画的な追加投資（改修工事）を

実施していきます。本投資法人は、取得に必要とされた是正工事を終えたあと、建物使用上

の安全性・利便性のチェックを、期初に重ねて実施しました。このチェックを踏まえ、安全

性・利便性をより高めた方が望ましいと判断した部位についてはさらなる対策を立案しまし

た。高い安全性の確保は勿論、トイレの機能アップ（ウォシュレットの設置等）や通用口の

自動ドア化など、テナント満足度の向上施策を実施してきています。当期と同様、これらの

視点から引続き効果的な追加投資（改修工事）に取り組んで参ります。 
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（ハ）決算後に生じた重要な事実 

 本投資法人は、第１期末（平成18年12月31日）後、平成19年３月16日に「赤坂ガーデンシ

ティ」、「西本町三井ビルディング」及び「海老名プライムタワー」の取得を決定いたしま

した。当該取得資産の概要は以下のとおりです。 

 

物件の名称 赤坂ガーデンシティ 

取得予定日 平成19年３月28日 

取得予定価格 23,300,000,000円 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

信託受託者(注１) みずほ信託銀行株式会社 

信託設定日(注１) 平成19年３月28日 

信託満了日(注１) 平成29年３月31日 

地番(注２) 東京都港区赤坂四丁目1500番１ 
所在地 

住居表示 東京都港区赤坂四丁目15番１号 

用途(注２) 事務所・店舗・駐車場 

土地 6,888.97㎡ 
面積(注２)(注３) 

建物 46,776.76㎡ 

構造(注２) 
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造地下２
階地上19階建 

建築時期(注２) 平成18年１月31日 

設計者 株式会社日本設計 

施工者 鹿島建設株式会社 

建築確認機関 日本ＥＲＩ株式会社及び財団法人日本建築センター 

土地 所有権（共有）（持分割合100万分の308,671.7536） 

所有形態(注４) 
建物 

５階ないし９階につき区分所有権、及び10階につき区分所有権
（共有）（持分割合１万分の6,432） 

（注１）取得予定日までに、売主及び信託受託者との間で本物件を主たる信託財産とする不動産管理処分信託契約が締

結される予定です。以下の全ての物件について同じです。 

（注２）「地番」、「用途」、「面積」、「構造」及び「建築時期」については、登記簿上の表示をもとに記載してい

ます。以下の全ての物件について同じです。 

（注３）「面積」については、土地については敷地全体、建物については一棟の建物全体の面積を記載しています。以

下の全ての物件について同じです。なお、取得する専有部分の面積は、8,769.58㎡です。 

（注４）「所有形態」については、信託不動産に関して信託受託者（みずほ信託銀行株式会社）が取得する予定の権利

の種類を記載しています。なお、「区分所有権」とは、区分所有建物の専有部分の所有権を意味します。 
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物件の名称 西本町三井ビルディング 

取得予定日 平成19年３月28日 

取得予定価格 6,673,500,000円 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

信託設定日 平成19年３月28日 

信託満了日 平成29年３月31日 

地番 大阪府大阪市西区阿波座一丁目13番３他 
所在地 

住居表示 大阪府大阪市西区阿波座一丁目３番15号 

用途 事務所・駐車場 

土地 1,970.44㎡ 
面積 

建物 15,800.31㎡ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上11階建 

建築時期 昭和63年２月19日 

設計者 鹿島建設株式会社 

施工者 鹿島建設三井建設(現三井住友建設)共同企業体 

建築確認機関 大阪市 

土地 所有権 
所有形態(注) 

建物 所有権 

（注）「所有形態」については、信託不動産に関して信託受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）が取得する予定の権

利の種類を記載しています。 
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物件の名称 海老名プライムタワー 

取得予定日 平成19年３月29日 

取得予定価格 6,470,000,000円 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

信託設定日 平成19年３月29日 

信託満了日 平成29年３月31日 

地番 神奈川県海老名市中央二丁目155番１他 
所在地 

住居表示 神奈川県海老名市中央二丁目９番50号 

用途 事務所・ホテル・会館・店舗・体育館 

土地 12,008.62㎡ 
面積(注１) 

建物 52,733.59㎡ 

構造 

事務所・ホテル・会館・店舗：鉄骨造、鉄筋コンクリート造、
鉄骨鉄筋コンクリート造地下1
階地上25階建 

体育館：鉄骨鉄筋コンクリート造地上３階建 

建築時期 平成７年５月31日 

設計者 清水建設株式会社 

施工者 清水建設株式会社 

建築確認機関 神奈川県 

土地 所有権（共有）（持分割合100分の70） 
所有形態(注２) 

建物 区分所有権（共有）（持分割合100分の70） 

（注１）「面積」については、建物については一棟の建物全体の面積を記載しています。なお、持分を取得する専有部

分の面積は32,731.84㎡です。 

（注２）「所有形態」については、信託不動産に関して信託受託者（みずほ信託銀行株式会社）が取得する予定の権利

の種類を記載しています。なお、「区分所有権」とは、区分所有建物の専有部分の所有権を意味します。 
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(2）【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

 本投資法人は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、

資産の運用を行うことを基本方針としています（本投資法人の規約（以下「規約」といいま

す。）第25条）。 

 本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と資産運

用会社との間で平成18年２月20日に締結された資産運用委託契約（その後の変更契約を含み、

以下「資産運用委託契約」といいます。）の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用

資産にかかる運用の方針につき、その社内規程として資産運用ガイドライン（以下「資産運用

ガイドライン」といいます。）（注）を制定しています。 

（注）資産運用ガイドラインは、資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針

の最適な実現を目指し、かつ今後の上記諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、

規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、変更されることがあります。 

② 投資法人の特色 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用すること

を目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エン

ド型です。 
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(3）【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 

 
 

 

 

番号 契約 

① 資産運用委託契約 

② 

（イ）興和不動産サポート契約 

（ロ）積水ハウスサポート契約 

（ハ）みずほ信託サポート契約 

③ 
（イ）みずほ総研市場情報等提供契約 

（ロ）都市未来総研市場情報等提供契約 

④ 一般事務委託契約及び資産保管業務委託契約 

⑤ 投資口名義書換事務委託契約 

 

本投資法人 

 

 

ジャパンエクセレント 

投資法人 

役員会 

執行役員：田村順一 

監督役員：坂上誠 

監督役員：長濱毅 

投資主総会 
② 

① 

会計監査人 

 

みすず監査法人 

資産運用会社 

 

ジャパンエクセレント 

アセットマネジメント 

株式会社 

③ 
⑤ 投資主名簿等管理人 

 

みずほ信託銀行株式会社

④
一般事務受託者・ 

資産保管会社 

 

みずほ信託銀行株式会社

シンクタンク 

 

（イ）みずほ総合研究所株式会社 

（ロ）株式会社都市未来総合研究所 

パイプライン 

サポート会社 

 

（イ）興和不動産株式会社 

（ロ）積水ハウス株式会社 

（ハ）みずほ信託銀行株式会社 
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② 本投資法人並びに本投資法人の関係法人の運営上の役割、名称及び関係業務の概要 

運営上の役割 名称 関係業務の概要 

投資法人 ジャパンエクセレント 

投資法人 

規約に基づき、投資主より募集した資金等を運用

資産に投資することにより、中長期的な観点か

ら、着実な成長と安定した収益の確保を目指して

運用を行います。 

資産運用会社 ジャパンエクセレント 

アセットマネジメント 

株式会社 

資産運用会社は、平成18年２月20日付で本投資法

人との間で資産運用委託契約を締結しており、投

信法上の投資信託委託業者として、同契約に基づ

き、本投資法人の規約及び資産運用会社の社内規

程である資産運用ガイドライン等に従い、資産の

運用にかかる業務（投信法第198条第１項）を行

います。資産運用会社に委託された業務は、①運

用資産の運用にかかる業務、②本投資法人が行う

資金調達にかかる業務、③運用資産の状況につい

ての本投資法人への報告業務、④運用資産にかか

る運用計画の策定業務及び⑤その他本投資法人が

随時委託する上記①ないし④に付随し又は関連す

る業務です。 

一般事務受託者／ 

資産保管会社 

みずほ信託銀行株式会社 一般事務受託者／資産保管会社は、平成18年２月

20日付で本投資法人との間で一般事務委託契約及

び資産保管業務委託契約をそれぞれ締結していま

す。 

上記一般事務委託契約に基づき、投信法上の一般

事務受託者（投信法第117条第４号ないし第６

号）として、①計算に関する事務、②会計帳簿の

作成に関する事務、③本投資法人の機関の運営に

関する事務、④納税に関する事務並びに⑤その他

上記①ないし④に準ずる業務又は付随する業務

で、本投資法人と一般事務受託者との間で合意の

上作成する事務規程に定める業務を行います。 

また、上記資産保管業務委託契約に基づき、投信

法上の資産保管会社（投信法第208条）として、

本投資法人の保有する資産（投信法第67条の規定

に基づいて作成された本投資法人の規約に定めら

れた範囲内で、本投資法人が投信法第193条の規

定に基づいて取得する一切の資産を意味しま

す。）に関する資産保管業務及びそれに付随する

金銭出納管理業務を行います。 

 



 

－  － 

 

(12) ／ 2007/03/22 11:23 (2007/03/22 11:23) ／ 000000_e1_020_wk_07366949_第一ファンド情報_os2不動産投信_ジャパンエクセレント_有報.doc 

12

運営上の役割 名称 関係業務の概要 

投資主名簿等管理人 みずほ信託銀行株式会社 投資主名簿等管理人は、平成18年２月20日付で本

投資法人との間で投資口名義書換事務委託契約を

締結し、同契約に基づき、投信法上の一般事務受

託者（投信法第117条第２号及び第３号）とし

て、①投資主名簿及び実質投資主名簿の作成、管

理及び備置に関する事務、②投資口の名義書換、

質権の登録又はその抹消及び信託財産の表示又は

その抹消に関する事務、③投資証券不所持の取扱

いに関する事務、④投資主、実質投資主及び登録

投資口質権者又はこれらの者の代理人等の氏名、

住所及び印鑑の登録に関する事務、⑤実質投資主

通知及び実質投資主の登録又はその抹消に関する

事務、⑥投資主、実質投資主等が委託者に対して

提出する届出の受理に関する事務、⑦投資主及び

実質投資主の名寄せに関する事務、⑧新投資証券

の発行（投資口の併合又は分割に際しての投資証

券の発行を含みます。）に関する事務（募集に関

する事務を含みますが、これに限られませ

ん。）、⑨新投資証券の交付に関する事務及び未

交付投資証券の保管及び交付に関する事務、⑩投

資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随

する参考書類等の送付、議決権行使書（又は委任

状）の作成並びに投資主総会受付事務補助に関す

る事務、⑪投信法第137条に定める金銭の分配

（以下「分配金」といいます。）の計算及びその

支払いのための手続に関する事務、⑫分配金支払

事務取扱銀行等（郵便局を含みます。）における

支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払

いに関する事務、⑬投資口に関する照会への応

答、各種証明書の発行及び事故届出の受理に関す

る事務、⑭受託事務を処理するために使用した本

投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・

保管に関する事務、⑮法令又は投資口名義書換事

務委託契約により本投資法人が必要とする投資口

統計資料の作成に関する事務、⑯投資主及び実質

投資主の権利行使に関する請求その他の投資主及

び実質投資主からの申出の受付に関する事務、⑰

上記①ないし⑯に掲げる委託事務にかかる印紙税

の代理納付に関する事務並びに⑱上記①ないし⑰

に掲げる事務の他、これらに付随する業務を行い

ます。 
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③ 上記以外の本投資法人の主な関係者の運営上の役割、名称及び業務の概要 

運営上の役割 名称 業務の概要 

パイプライン 

サポート会社 

興和不動産株式会社 (イ）興和不動産サポート契約 

本投資法人及び資産運用会社は、興和不動

産との間で平成18年５月12日付で物件情

報・ウェアハウジング等サービス提供契約

（以下「興和不動産サポート契約」といい

ます。）を締結し、同契約に基づき、①興

和不動産グループ（注）各社は、その保有

又は開発するオフィスビル及び住居の用に

供される賃貸用不動産等につき、資産運用

会社に対し当該不動産等に関する情報を提

供するよう努めるとともに、売買条件につ

いて基本的に合意した場合には、売買契約

締結に向けて必要な協力を行うこと（保

有・開発不動産の売却情報の提供）、②興

和不動産グループ各社は、オフィスビルの

売却に関する仲介情報を得た場合には、資

産運用会社に対し情報提供を行うように努

めること（仲介情報の提供）、並びに③資

産運用会社は、将来における本投資法人に

よる不動産等の取得を目的として、第三者

が保有又は運用する不動産等の興和不動産

グループ各社による取得及び一時的な保有

を、興和不動産に依頼すること（ウェアハ

ウジング機能の提供）ができることとされ

ています。 
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運営上の役割 名称 業務の概要 

 積水ハウス株式会社 (ロ）積水ハウスサポート契約 

本投資法人及び資産運用会社は、積水ハウ

スとの間で平成18年５月12日付で物件情報

等サービス提供契約（以下「積水ハウスサ

ポート契約」といいます。）を締結し、同

契約に基づき、①積水ハウスは、自らが単

独で保有又は開発する主としてオフィスビ

ルの用に供される不動産等で、本投資法人

の投資基準に適合するものと積水ハウスが

判断するものを売却しようとする場合、当

該売却関連の情報を資産運用会社に通知す

るよう努めるとともに、資産運用会社が本

投資法人による購入の申込みをした場合、

売買の条件について誠実に協議すること

（保有・開発不動産の売却情報の提供）、

及び②積水ハウスは、本投資法人の投資基

準に適合するものと積水ハウスが判断する

不動産等の所有者又は当該不動産等の開

発・保有を予定している者から、当該不動

産等の売却の代理若しくは媒介の委託を受

けた場合、又は当該不動産等の売却がなさ

れるとの情報を第三者より入手した場合に

は、一定の例外的場合を除き、当該不動産

等に関する情報を資産運用会社に通知する

よう努めること（仲介情報の提供）とされ

ています。 

 みずほ信託銀行株式会社 (ハ）みずほ信託サポート契約 

本投資法人及び資産運用会社は、みずほ信

託銀行株式会社との間で平成18年５月12日

付で第三者物件情報提供等に関する協定書

（以下「みずほ信託サポート契約」といい

ます。）を締結しており、同協定に基づ

き、みずほ信託銀行株式会社は、①本投資

法人の投資基準に適合した物件の売却に関

する情報を収集し、これを資産運用会社に

対して速やかに提供すること（仲介情報の

提供）、②本投資法人が具体的に取得を希

望する物件について、依頼に基づき取得に

必要な基礎調査等を行うこと、及び③必要

に応じ媒介契約あるいはコンサルティング

契約等を締結した上で、本投資法人の物件

取得に必要な業務を受託することとされて

います。 
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運営上の役割 名称 業務の概要 

シンクタンク みずほ総合研究所 

株式会社 

(イ）みずほ総研市場情報等提供契約 

資産運用会社は、本投資法人の資産の運用

業務に関し、みずほ総合研究所株式会社と

の間で平成18年５月12日付で調査業務委託

契約書（以下「みずほ総研市場情報等提供

契約」といいます。）を締結しており、同

契約に基づき、みずほ総合研究所株式会社

は、①経済・金利・為替動向等マクロ経済

につき毎月１回以上報告・助言を行い、必

要に応じて不動産市況及び不動産業界に与

える影響等についても報告・助言を行うこ

と、並びに②この他、上記に関する本投資

法人又は資産運用会社からの質問に応じ随

時助言・回答を行い、必要に応じて調査報

告を行うこととされています。 

 株式会社 

都市未来総合研究所  

(ロ）都市未来総研市場情報等提供契約 

資産運用会社は、本投資法人の資産の運用

業務に関し、株式会社都市未来総合研究所

との間で平成18年５月12日付で調査業務委

託契約書（以下「都市未来総研市場情報等

提供契約」といいます。）を締結してお

り、同契約に基づき、株式会社都市未来総

合研究所は、以下の役務を提供することと

しています。 

①オフィス賃貸マーケットに関する情報提

供（四半期毎に報告） 

②不動産売買マーケットに関する情報提供

（毎月１回報告） 

③大規模不動産取引にかかる内容紹介（四

半期毎に紹介） 

④本投資法人のポートフォリオ分析 

⑤上記に関する本投資法人又は資産運用会

社からの質問に対する回答・助言及び関

連する追加調査 

⑥本投資法人又は資産運用会社からの質問

又は分析要請にかかる個別調査及び報告 

（注）興和不動産グループとは、興和不動産並びにその子会社及び関連会社をいいます。 
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(4）【投資法人の機構】 

① 投資法人の機構 

 本書の日付現在、本投資法人の執行役員は１名以上、監督役員は２名以上（但し、執行役員

の数に１を加えた数以上とします。）とされています（規約第15条）。 

 本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行

役員１名、監督役員２名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人

により構成されています。なお、本投資法人の会計監査人はみすず監査法人です。 

（イ）投資主総会 

Ａ．本投資法人の投資主総会は、東京都23区内において開催されます（規約第９条第２項）。 

Ｂ．投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成さ

れる投資主総会において決定されます。投資主総会の決議は、原則として、発行済投資口の

過半数の投資口を有する投資主が出席し、その議決権の過半数をもって決議されます（規約

第11条第１項）が、規約の変更（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）等一定の重要

事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投

資主の議決権の３分の２以上にあたる多数による決議（特別決議）を経なければなりません。

但し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、

その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに

相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成したも

のとみなされます（投信法第93条第１項、規約第13条第１項）。 

 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています（規約第７章）ので、

かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資

主総会の特別決議が必要となります。 

Ｃ．また、本投資法人は、資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資

産の運用にかかる業務を委託しています。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するため

には本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則とし

て投資主総会の承認を得ることが必要になります（投信法第34条の９）。また、本投資法人

が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です（投信法第

206条）。 

 

（ロ）執行役員、監督役員及び役員会 

Ａ．執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の

営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第109条第

１項、同条第５項、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社

法」といいます。)第349条第４項）。但し、資産運用会社からの資産運用委託契約の解約へ

の同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管

業務委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を

得なければなりません（投信法第109条第２項）。監督役員は、執行役員の職務の執行を監

督する権限を有しています（投信法第111条第１項）。また、役員会は、一定の職務執行に

関する上記の承認権限を有する（投信法第109条第２項）他、投信法及び規約に定める権限

並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています（投信法第114条第１項）。 

Ｂ．役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成

員たる執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行われま

す（投信法第115条第１項、会社法第369条第１項、規約第20条第１項）。 

Ｃ．投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）において、決議について特
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別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないことが定められ

ています。 

 

（ハ）会計監査人 

Ａ．会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会において選任します（投信法第

96条第１項、規約第22条）。 

Ｂ．本投資法人は、みすず監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法

人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若

しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その

他法令で定める職務を行います（投信法第115条の２第１項、第115条の３第１項等）。 

Ｃ．会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資

主総会の終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がなされな

かったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます（投信法第103条、

規約第23条第１項及び第２項）。 

 

② 投資法人の運用体制 

 前記のとおり、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託されています。資産運用会社

は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。 

（イ）資産運用会社の組織 

 資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。 

 資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を

行います。資産運用会社は、規約に定める投資方針の具体化、資金調達及び分配政策、運用

資産の取得及び売却並びに運用資産の管理方針を審議するための合議体として投資委員会を

設置しています。また、法令等遵守の統括責任者としてコンプライアンス・オフィサーを設

置し、また、コンプライアンス・オフィサーを委員長として法令等遵守にかかる基本的事項

及び重要事項につき審議、決定するコンプライアンス委員会を設置しています。資産運用業

務は、経営企画部、財務経理部、業務管理部、投資企画部、不動産投資部及び不動産運用部

の分掌によって実施されています。なお、資産運用会社において新たな組織単位が必要と

なったときは、取締役会の承認によってこれを設置します。 
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<資産運用会社の組織図> 
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（ロ）資産運用会社の各組織の業務の概要 

組織名称 各組織の業務の概略 

経営企画部 (1）資産運用会社の経営戦略の企画・立案に関する事項 

(2）資産運用会社の人事に関する事項 

(3）監督官庁及び業界諸団体への対応に関する事項 

(4）ＩＲ及びディスクロージャー全般に関する事項 

(5）本投資法人の資産運用管理事務全般に関する事項 

(6）本投資法人の機関（投資主総会及び役員会）の運営に関

する事務に関する事項 

(7）本投資法人の資産運用状況の分析・評価・リスクモニタ

リングに関する事項 

(8）上記(1)ないし(7)に付随する事項 

財務経理部 (1）本投資法人の財務戦略に関する事項 

(2）本投資法人の資金調達計画の策定・実行に関する事項 

(3）資産運用会社の経理に関する事項 

(4）本投資法人の資金管理事務全般に関する事項 

(5）本投資法人の経理・税務の統括に関する事項 

(6）上記(1)ないし(5)に付随する事項 

業務管理部 (1）資産運用会社の総務に関する事項 

(2）資産運用会社の社内事務管理に関する事項 

(3）問い合わせ、苦情・クレームの受付に関する事項 

(4）上記(1)ないし(3)に付随する事項 

投資企画部 (1）投資戦略の策定に関する事項 

(2）経済全般の動向・不動産マーケットに関する調査実施・

報告に関する事項 

(3）上記(1)及び(2)に付随する事項 

不動産投資部  (1）運用資産の取得計画の策定・実施に関する事項 

(2）運用資産の売却計画の策定・実施に関する事項 

(3）上記(1)及び(2)に付随する事項 

不動産運用部 (1）運用資産の管理計画の策定・実施に関する事項 

(2）運用資産の賃貸計画の策定・実施に関する事項 

(3）上記(1)及び(2)に付随する事項 
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（ハ）委員会 

 資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置され

ており、その概要は以下のとおりです。 

Ａ．投資委員会 

委員長 代表取締役社長 

構成員 代表取締役社長、取締役不動産投資本部長、取締役企画管理本部長、コンプ

ライアンス・オフィサー並びに投資企画部、不動産投資部、不動産運用部、

経営企画部及び財務経理部の各部長 

なお、上記構成員のうち議決権を有する者は以下のとおりです。 

(1）代表取締役社長 

(2）取締役不動産投資本部長 

(3）取締役企画管理本部長 

(4）不動産投資部長、不動産運用部長及び投資企画部長のうち、当該議案に

最も関連する者として取締役不動産投資本部長が指名した者 

(5）経営企画部長及び財務経理部長のうち、当該議案に最も関連する者とし

て取締役企画管理本部長が指名した者 

審議・決定事項 (1）本投資法人の資産の運用にかかる基本的な投資方針の策定及び改定 

(2）本投資法人の運用資産の取得又は売却及びその条件等の決定及び変更 

(3）本投資法人の運用資産の管理にかかる基本的な方針の策定及び変更（但

し、運用資産の管理に関する業務については、本投資法人又は本投資法人

の保有する信託受益権にかかる受託者が新たなプロパティ・マネジメント

契約、マスターリース契約又は大規模修繕にかかる請負契約を締結する場

合、スポンサー関係者（注）との取引に該当する場合及び１億円以上の大

規模修繕に該当する場合を除き、資産運用会社の業務運営体制（その詳細

については後記「(ホ) 資産運用会社の意思決定手続」をご参照下さ

い。）の下で事前承認済みの年間運用計画（以下「年間運用計画」といい

ます。）に従った管理につき取締役不動産投資本部長のみの決裁で行いま

す。） 

(4）本投資法人の資金調達及び分配政策にかかる基本的な方針の策定及び変

更 

(5）本投資法人の資産の運用等にかかるリスク管理に関する事項の決定及び

変更 

(6）本投資法人とスポンサー関係者との取引制限に関する事項にかかる基本

方針の制定又は改定 

(7）本投資法人とスポンサー関係者との間の以下に掲げる取引にかかる決定

及び変更 

①スポンサー関係者から運用資産を取得する場合 

②スポンサー関係者に運用資産を売却する場合 

③スポンサー関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結する場合 

④スポンサー関係者へ運用資産の管理を委託する場合 

⑤スポンサー関係者による不動産等資産の取得、売却及び賃貸の媒介の場

合 

⑥スポンサー関係者から資金調達を行う場合 

(8）上記(1)ないし(7)に準ずる投資方針にかかる重要事項 
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開催時期 原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要に応じて随時開催され

ます。 

審議方法 投資委員会の決定は、議決権を有する委員の過半数以上が出席し、当該決定

にあたり出席した議決権を有する委員の過半数の賛成により決せられます。

但し、資産運用会社のスポンサー関係者と本投資法人との間の取引につき審

議を行う場合、当該スポンサー関係者に該当する者又はスポンサー関係者が

法人である場合にその役員若しくは使用人の地位を現に有する者（兼職の場

合を含みますが、資産運用会社に出向又は転籍している場合を除きます。）

は、委員として当該決議に加わることができないものとします。この場合、

かかる決議は当該委員を除く他の議決権を有する委員全員の出席かつ賛成に

より採択されます。 

（注）スポンサー関係者とは、(a)投信法で定義される利害関係人等、(b)資産運用会社に10％以上の出資を行っている

株主及び資産運用会社の株主である株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン、株式会社第一

ビルディング及び相互住宅株式会社並びに(c)上記(a)又は(b)に該当する者が50％以上の出資、匿名組合出資又は

優先出資を行っている特別目的会社（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号、その後の改正を含みま

す。以下「資産流動化法」といいます。）上の特定目的会社、株式会社等を含みます。）をいいます。 

 

Ｂ．コンプライアンス委員会 

委員長 コンプライアンス・オフィサー 

構成員 代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー、取締役企画管理本部長、

取締役不動産投資本部長、関係部の部長及び取締役会が指名する外部の専門

家１名（注） 

なお、上記構成員は全てコンプライアンス委員会において議決権を有しま

す。 

審議・決定事項 (1）コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラムの策

定・改定 

(2）法令遵守上不適切な行為に関する改善措置又は防止措置等の審議・決定

(3）投資委員会の審議を要する事項のうち、スポンサー関係者と本投資法人

との取引に該当する事項にかかる審議・承認 

(4）投資委員会の審議を要する事項で、コンプライアンス・オフィサーがコ

ンプライアンスに疑義があると判断した事項にかかる審議・承認 

(5）上記各号に準ずるコンプライアンス上重要な事項 

開催時期 原則として３ヶ月に１回開催されますが、その他必要に応じて随時開催され

ます。 

審議方法 コンプライアンス委員会の決定は、委員の過半数以上が出席し、当該決定に

あたり出席した委員の過半数の賛成があり、かつ、コンプライアンス・オ

フィサー及び外部の専門家が賛成したことにより決せられます。但し、資産

運用会社のスポンサー関係者と本投資法人との間の取引につき審議を行う場

合、当該スポンサー関係者に該当する者又は当該スポンサー関係者が法人で

ある場合にその役員若しくは使用人の地位を現に有する者（兼職の場合を含

みますが、資産運用会社に出向又は転籍している場合を除きます。）は、委

員として当該決議に加わることができないものとします。この場合、当該委

員の数は、議決権を有する委員の数に算入しないものとします。 

（注）外部専門家として、弁護士・公認会計士・税理士・建築士・不動産鑑定士等、法律・会計・税務・建築・鑑定等、

不動産の投資・運用にかかる専門的識見のある独立の第三者を選任することを原則とします。本書の日付現在、
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コンプライアンス委員会の構成員である外部専門家は弁護士です。 

 

（ニ）コンプライアンス・オフィサー 

Ａ．選任方法 

 コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会決議によりなされる

ものとします。また、コンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、資産運用会社

におけるコンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱うものと

します。 

Ｂ．業務 

 コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、

社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規

範意識を高めることに努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、

コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定するとともに、資

産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令等に基づいている

ことを常に監視し、日常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監督を行います。また、

コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社においてコンプライアンスを徹底するため

に、資産運用会社の役職員に対するコンプライアンスの教育及び研修に関する企画立案及び

推進を行います。 

 

（ホ）資産運用会社の意思決定手続 

Ａ．投資方針（資産運用ガイドライン、資産管理計画及び資産の運用にかかるその他の計画）

並びに個別の運用資産の取得及び売却の決定プロセス 

 資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のために行う資産の運用につい

ての基本的な投資方針等を規定する資産運用ガイドライン、社団法人投資信託協会（以下

「投資信託協会」といいます。）の規則に基づく資産管理計画書（以下「資産管理計画書」

といいます。）及び資産運用会社の社内における運用計画である年間運用計画をそれぞれ作

成します。また、資産運用会社は、上記の資産運用ガイドライン等に従い個別の運用資産の

取得又は売却を決定します。 

 本投資法人の資産の運用にかかる投資方針並びに個別の運用資産の取得及び売却の決定手

続の具体的な流れ及びその詳細は以下のとおりです。 
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<資産運用会社の意思決定フロー> 

 
 

 

（ⅰ）立案部による起案から投資委員会への提案まで 

 まず、資産運用ガイドライン等の投資方針案については投資企画部が、個別の運用資産

の取得案又は売却案については不動産投資部（以下投資企画部及び不動産投資部を「立案

部」と総称します。）が、それぞれ起案し、取締役不動産投資本部長の承認を受けます。 

 各立案部は、各案をコンプライアンス・オフィサーに提出し、各案に関する法令・諸規

則（投信法、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。以下

「宅地建物取引業法」といいます。）、証券取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正

を含みます。以下「証券取引法」といいます。）等関係法令、その他の法令、東京証券取

引所が定める上場規則、投資信託協会の定める諸規則、本投資法人の規約、資産運用会社

の定款及び社内規則をいいます。以下同じとします。）及び資産運用会社が締結した諸契

約（資産運用委託契約を含み、以下「諸契約」といいます。）の遵守状況その他コンプラ

イアンス上の問題の有無に関する確認を受けます。コンプライアンス・オフィサーは、当

該案に法令・諸規則及び諸契約への違反又は抵触が認められず、かつ、その他コンプライ

アンス上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その旨を各立案部に対して

連絡します。なお、①当該案がスポンサー関係者との取引に関するものである場合又は②

コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した場合には、コ

ンプライアンス委員会の審議に付し、コンプライアンス・オフィサーはその結果を各立案

部に対して連絡します。 

 各立案部は、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会の承認を受け

た当該案を取締役不動産投資本部長に報告します。取締役不動産投資本部長は、当該案を

投資委員会に議案として提案します。 

 一方、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会が当該案について法

令・諸規則及び諸契約への違反若しくは抵触、その他コンプライアンス上の問題が存在す

ると判断した場合には、各立案部に対して当該案の中止又は内容の変更を命じます。中止

の命令を受けた案については、取締役不動産投資本部長は、投資委員会に提案することが

できず、内容の変更の命令を受けた案については、内容の変更後に再度、コンプライアン

ス・オフィサー又はコンプライアンス委員会による法令・諸規則及び諸契約の遵守状況そ
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の他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受け、その承認を得た後でなければ、

投資委員会に提案することができないものとします。 

（ⅱ）投資委員会での審議及び決定 

 投資委員会は、取締役不動産投資本部長により提案された案を承認するか否かにつき審

議の上決定します。なお、コンプライアンス・オフィサーが審議過程にコンプライアンス

上の問題があると判断した場合には、審議の中断を命じることができます。投資委員会の

承認が得られない場合は、投資委員会は取締役不動産投資本部長に問題点等を指摘し、当

該案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の指示が出された場合、各立

案部は、再度起案の上、当該案につき上記のコンプライアンス・オフィサー又はコンプラ

イアンス委員会の承認を得るものとします。投資委員会の承認が得られた案については、

投資委員会の委員長が、当該案を取締役会に議案として付議するとともに、当該案に関す

る資料を取締役会に提出します。 

（ⅲ）取締役会での審議及び決議 

 取締役会は、投資委員会の委員長から付議された案を承認するか否かを審議の上決議し

ます。取締役会での承認が得られない場合、取締役会は投資委員会に問題点等を指摘し、

当該案の修正及び再提出又は廃案等の指示を出します。再提出の場合は、再度コンプライ

アンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会及び投資委員会の承認を経て、取締役会

に対して付議されることが必要となります。取締役会の承認が得られたことをもって、当

該案が資産運用会社の最終的な意思決定となります。なお、取締役会において承認された

スポンサー関係者との取引に関連する案については、決定後本投資法人の役員会に報告さ

れます。 

Ｂ．運営管理及び資金調達の決定プロセス 

 運用資産の管理に関する業務についても、運用資産の取得等と全く同様の決定手続で実行

されます。 

 運用資産の管理に関する業務につき、年間運用計画に従った管理については、取締役不動

産投資本部長のみの決裁で行います。但し、年間運用計画において予定されているか否かに

拘わらず、本投資法人又は本投資法人の保有する信託受益権にかかる受託者が新たなプロパ

ティ・マネジメント契約、マスターリース契約又は大規模修繕にかかる請負契約を締結する

場合及びスポンサー関係者との取引に該当する場合又は１億円以上の大規模修繕に該当する

場合には取締役会で決定するものとします。 

 運用資産取得のための資金調達（年間資金調達計画に従った借入を含みます。）、年間資

金調達計画及び新投資口又は投資法人債の発行について意思決定する場合には、財務経理部

による資金調達案の起案及び取締役企画管理本部長の承認を経た後、コンプライアンス・オ

フィサーの承認又はコンプライアンス委員会による確認を受け、投資委員会による審議及び

決定を行い、さらに取締役会による決議を経ることになります。このうち取締役会で決議さ

れたスポンサー関係者からの資金調達については、さらに、本投資法人の役員会に報告され

ます。 

 

（ヘ）コンプライアンス体制 

Ａ．体制 

 資産運用会社は、資産運用会社の遂行する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資

主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コ

ンプライアンス規程等の社内規程を整備するとともに、法令等遵守の統括責任者としてコン

プライアンス・オフィサーを設置し、他の部署に対する社内牽制機能の実効性を確保します。
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コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会決議によりなされるも

のとします。 

 コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社における法令等遵守の統括責任者として、

社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令・諸規則及び諸契約その他のルール

を遵守する社内の規範意識を高めることに努めるものとします。また、資産運用会社による

本投資法人のための資産運用にかかる業務が、法令等に基づいていることを常に監視し、日

常の業務執行においても法令等遵守状況の監視監督を行います。 

Ｂ．社内規程体系 

 法令等遵守の実現を目的として、資産運用会社は、法令等遵守にかかる基本方針及び法令

等遵守体制の整備にかかる基本的な社内規程であるコンプライアンス規程を定めており、ま

た、法令等遵守を実現させるための具体的な手引書としてのコンプライアンス・マニュアル

及び具体的な実践計画としてのコンプライアンス・プログラムを、コンプライアンス・オ

フィサーが作成し、コンプライアンス委員会の承認の後、取締役会の承認を経て制定します。 

Ｃ．投資判断における法令等遵守 

 投資方針の決定、個別物件の取得・売却の決定プロセス、運営管理及び資金調達の決定プ

ロセス等の重要な意思決定手続において、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライア

ンス委員会が関与して、法令等遵守上の問題の有無の確認をします。法令等遵守上の問題が

確認された場合には当該問題の指摘がなされ、当該投資方針案や個別物件の取得・売却案等

について、中止又は内容の変更が求められます。 

Ｄ．内部検査の方法 

（ⅰ）主体 

 資産運用会社における内部検査は、コンプライアンス・オフィサーが統括するコンプラ

イアンス・チームが行います。コンプライアンス・チームとは、コンプライアンス・オ

フィサー及びコンプライアンス・オフィサーの上申に基づき、代表取締役社長により任命

される、内部検査を行う担当者の総称です。 

（ⅱ）内部検査の内容 

 内部検査の内容は以下のとおりとします。 

ａ．各組織の業務及び運営が法令・諸規則及び諸契約に従って、適正かつ効率的に行われ

ているか否かの検査 

ｂ．会計上記録されている諸取引が事実に基づくものであるか否か、正当な証拠書類に

よって適正に表示され、帳票が法令・諸規則及び諸契約等に従って記載されているか否

か等の会計に関する検査 

ｃ．その他必要な事項についての検査 

 内部検査は、コンプライアンス・プログラムに基づき、１営業年度に１回以上資産運用

会社の全ての組織を対象として実施するものとします。なお、コンプライアンス・プログ

ラムはコンプライアンス・オフィサーが各営業年度初めに概要を起案し、コンプライアン

ス委員会及び取締役会で決定されるものとします。その後該当時期において具体的な実施

日及び検査内容をコンプライアンス・オフィサーが別途指示するものとします。また、内

部検査は、かかる定期的なものに加え、代表取締役社長が特別に命じた場合にも実施しま

す（特別検査）。 

 内部検査の実施にあたって各部は、コンプライアンス・オフィサーの求める書類・帳簿

等を提示して説明を行い、検査の円滑な実施に協力しなければならないものとされていま

す。 

（ⅲ）内部検査の結果に基づく是正措置 
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 コンプライアンス・オフィサーは、是正事項の内容を取り纏めた業務是正勧告書を作成

し、代表取締役の承認を得た後、同勧告書を検査対象部に通知するとともに、改善勧告を

行うことができます。この場合、当該検査対象部は改善計画を作成し、コンプライアン

ス・オフィサーの承認を受けた後、当該改善計画を実施し、当該実施による改善状況につ

いて、定期的にコンプライアンス・オフィサーに報告をしなければならないものとします。

また、コンプライアンス・オフィサーは、改善状況についての報告を受けた後、改善状況

について確認をし、当該改善状況をコンプライアンス委員会及び取締役会に報告しなけれ

ばならないものとします。 

 

(5）【投資法人の出資総額】 

 （本書の日付現在）

出資総額 67,641,920千円 

本投資法人の発行可能投資口の総口数 2,000,000口 

発行済投資口総数 134,800口 

 

 最近５年間における発行済投資口総数及び出資総額の増減の状況は、以下のとおりです。 

発行済投資口総数（口） 出資総額（千円） 
払込年月日 摘要 

増減 残高 増減 残高 
備考 

平成18年２月20日 私募設立 400 400 200,000 200,000 （注１）

平成18年６月26日 公募増資 128,000 128,400 64,230,400 64,430,400 （注２）

平成18年７月21日 第三者割当増資 6,400 134,800 3,211,520 67,641,920 （注３）

（注１）１口当たり発行価格500,000円にて、本投資法人が設立されました。 

（注２）１口当たり発行価格520,000円（引受価額501,800円）にて、上場時に取得した物件の取得資金等の調達を目的

として公募により新投資口を発行しました。 

（注３）１口当たり発行価額501,800円にて、新規取得物件の取得資金の一部等に充当することを目的として、第三者割

当により新投資口を発行しました。 

 



 

－  － 
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(6）【主要な投資主の状況】 

 第１期末時点（平成18年12月31日）における主要な投資主の状況は、以下のとおりです。 

氏名又は名称 住 所 
所有投資口数

（口） 
比率（注)
（％） 

興和不動産株式会社 東京都港区南青山一丁目15番５号 14,312 10.62

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 11,376 8.44

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口） 

東京都品川区東品川二丁目３番14号 10,007 7.42

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,600 6.38

資産管理サービス信託銀行株式
会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＺ棟 

7,380 5.47

株式会社広島銀行 
広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８
号 

4,955 3.68

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 4,132 3.07

株式会社北洋銀行 
北海道札幌市中央区大通西三丁目11番
地 

3,839 2.85

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町二丁目５番５号 2,785 2.07

野村信託銀行株式会社（投信口) 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 2,749 2.04

合計 70,135 52.03

（注）比率とは、発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率をいい、小数点第三位を四捨五入しています。 

 

（参考）所有者別の状況 

   （平成18年12月31日現在）

  
区分 

投資主数 
（人） 比率（注）（％）

所有投資口数 
（口） 比率（注）（％）

個人その他 2,291 90.59 5,065 3.76 

金融機関 
（証券会社含む） 

132 5.22 97,953 72.66 

その他の国内法人 68 2.69 21,780 16.16 

外国法人等 38 1.50 10,002 7.42 

合計 2,529 100.00 134,800 100.00 

 


